
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                            
高
齢
社
会
が
急
速
に
進
ん
で
い

る
中
、
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
に

よ
る
死
亡
事
故
や
交
通
事
故
が
相
次
い

で
い
る
。
買
い
物
や
通
院
な
ど
、
車
以

外
の
公
共
交
通
機
関
が
限
ら
れ
る
地
方

で
は
、
運
転
免
許
証
の
返
納
を
た
め
ら

う
方
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後

は
、
運
転
免
許
証
を
返
納
し
や
す
い
環

境
づ
く
り
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
以
下
の
点
を
伺
う
。

(1)
本
町
で
の
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ

る
事
故
件
数
、
運
転
免
許
証
の
自
主
返

納
数
は
。

(2)
自
主
返
納
に
つ
い
て
の
町
の
考
え
は
。

(3)
自
主
返
納
者
に
対
し
、
今
後
の
支
援

策
や
優
遇
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
す
る
な
ど

の
考
え
は
。(1)

平
成
30
年
の
交
通
事
故
発

生
件
数
は
31
件
、
そ
の
う
ち
65
歳
以
上

の
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
事
故
は

15
件
で
約
48
％
を
占
め
て
い
る
。
運
転

免
許
証
の
返
納
実
績
件
数
は
、
29
年
が

81
件
、
30
年
が
98
件
と
な
っ
て
い
る
。

(2)
免
許
証
の
有
効
期
限
内
に
自
ら
の
意

思
で
返
納
手
続
を
す
る
こ
と
で
、
公
的

な
身
分
証
明
と
な
る
「
運
転
経
歴
証
明

書
」
の
申
請
交
付
を
受
け
、
全
国
各
地

で
さ
ま
ざ
ま
な
優
待
サ
ー
ビ
ス
制
度
が

あ
る
。
返
納
後
の
生
活
ス
タ
イ
ル
等
を

家
族
で
良
く
話
し
合
い
、
判
断
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
運
転
に
対
す
る
身
体

能
力
の
正
し
い
自
覚
、
小
さ
な
異
変
に

気
付
く
こ
と
が
で
き
る
身
近
な
家
族
の

適
正
な
判
断
が
重
要
で
あ
り
、
高
齢
者

が
集
ま
る
機
会
や
出
前
講
座
、
広
報
紙

な
ど
で
、
免
許
証
の
返
納
制
度
、
認
知

機
能
低
下
の
兆
候
を
発
見
す
る
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
の
周
知
に
努
め
る
。

(3)
自
主
返
納
さ
れ
る
65
歳
以
上
の
方
を

対
象
に
、
町
で
は
１
年
間
利
用
で
き
る

コ
ミ
バ
ス
運
賃
半
額
乗
車
券
を
発
行
し

て
い
る
。
民
間
バ
ス
事
業
者
で
は
路
線

バ
ス
の
乗
車
運
賃
の
半
額
割
引
、
一
部

町
内
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
料
金
の
１

割
引
な
ど
の
優
待
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ

て
い
る
。
今
後
は
、
コ
ミ
バ
ス
の
休
日

試
験
運
行
の
利
用
実
績
や
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
な
ど
か
ら
、
よ
り
一
層
利
用
し
や

す
い
地
域
公
共
交
通
の
構
築
と
と
も

に
、
各
種
支
援
や
優
待
サ
ー
ビ
ス
制
度

の
研
究
、
さ
ら
に
は
、
運
転
免
許
試
験

場
で
の
返
納
手
続
を
身
近
な
交
番
や
駐

在
所
等
で
行
え
る
よ
う
、
関
係
機
関
へ

の
要
請
な
ど
、
自
主
返
納
し
や
す
い
環

境
づ
く
り
に
取
り
組
む
。

少
子
高
齢
化
が
進
み
、
介
護
を

必
要
と
す
る
人
が
増
え
て
い

る
。
家
族
・
近
親
者
、
友
人
・
知
人
な

ど
、
無
償
で
介
護
を
す
る
人
を
「
ケ
ア

ラ
ー
」
と
呼
ぶ
。
家
族
の
介
護
で
自
分

の
こ
と
が
後
回
し
に
な
り
、
身
体
的
、

精
神
的
に
負
担
が
大
き
く
、
将
来
に
不

安
を
抱
え
て
い
る
。
以
下
の
点
を
伺
う
。

(1)
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
把
握
は
。

(2)
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト

の
実
施
は
。

(3)
相
談
事
例
の
共
有
は
さ
れ
て
い
る
か
。

(4)
今
後
の
支
援
の
方
向
性
は
。

(1)
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

職
員
に
よ
る
日
々
の
訪
問
活
動
、
さ
ら

に
は
介
護
認
定
等
の
調
査
業
務
、
健
康

相
談
、
発
達
相
談
等
の
機
会
を
通
じ
て

状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

(2)
各
種
相
談
の
内
容
に
応
じ
、
地
域
ケ

ア
会
議
を
開
催
し
、
介
護
者
の
状
況
把

握
と
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
て
い
る
。

障
が
い
に
関
す
る
相
談
で
も
、
必
要
に

応
じ
て
ケ
ー
ス
会
議
を
開
催
し
、
支
援

策
を
講
じ
て
い
る
。

(3)
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
―
を
中
心

に
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携

し
て
い
る
。
介
護
以
外
の
相
談
に
つ
い

て
も
、
担
当
部
署
で
横
の
連
携
を
図
り

な
が
ら
支
援
を
実
施
し
て
い
る
。

(4)
介
護
者
の
心
身
の
回
復
を
図
る
こ
と

な
ど
を
目
的
に
、
年
２
回
、
在
宅
介
護

者
の
集
い
を
開
催
す
る
ほ
か
、
認
知
症

の
介
護
者
に
対
す
る
支
援
と
し
て
、
認

知
症
カ
フ
ェ
の
運
営
に
係
る
費
用
の
一

部
を
助
成
し
て
い
る
。
今
後
も
、
介
護

者
を
社
会
全
体
で
支
え
、
少
し
で
も
介

護
者
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
、
関

係
機
関
と
連
携
を
図
り
、
支
援
す
る
た

め
の
施
策
に
引
き
続
き
取
り
組
む
。

■ 一 般 質 問 ■ 

⓮

答問

介
護
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
関

係
機
関
と
連
携
し
て
取
り
組
む

家
族
介
護
者

（
ケ
ア
ラ
ー
）
へ
の

支
援
を

答問
返
納
制
度
の
周
知
、
各
種
支
援
や
優
待
サ
ー
ビ

ス
制
度
の
研
究
な
ど
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
む

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
者
へ
の
支
援
策
を
強
化

す
る
考
え
は

問町
　
長

町
　
長
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